
�愛媛県規則第５５号
恩給給与細則等の一部を改正する規則を次のように定める

。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

恩給給与細則等の一部を改正する規則

（恩給給与細則の一部改正）

第１条 恩給給与細則（昭和２８年愛媛県規則第５９号）の一部

を次のように改正する。

第５条中「書留郵便」の下に「又は民間事業者による信

書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６

項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定

する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する信

書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして知事が定め

るもの」を加える。

（愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部改正）

第２条 愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県

規則第３８号）の一部を次のように改正する。

第１５号様式中「郵便官署消印日」を「通信日付印日」に

改める。

（愛媛県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則の一部改正）

第３条 愛媛県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める規則（平成７年愛媛県規則第６９号）の一部を次のよう

に改正する。

第８条の見出し中「郵便」を「郵便等」に改め、同条中

「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関す

る法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一

般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便

事業者による同条第２項に規定する信書便」を加える。

（愛媛県核燃料税条例施行規則の一部改正）

第４条 愛媛県核燃料税条例施行規則（平成１０年愛媛県規則

第６０号）の一部を次のように改正する。

様式第１号中「郵便官署消印」を「通信日付印」に改め

る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

�愛媛県告示第１４９９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供

する。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

セブンスター三津店

松山市会津町７番１外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社セブンスター

松山市東石井町２２８番地１

代表取締役 玉置泰

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社セブンスター

松山市東石井町２２８番地１

代表取締役 玉置泰

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１６年３月１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
規 則

○ 恩給給与細則等の一部を改正する規則……………………………７９３

告 示

○ 大規模小売店舗の新設の届出の概要等……………………………７９３

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（２件）…………………７９４

○ 大規模小売店舗の廃止の届出………………………………………７９５

○ 大規模小売店舗を設置している者の変更の届出の概要等（３

件）……………………………………………………………………７９６

○ 保安林の指定の解除…………………………………………………７９７

○ 家畜商の免許の取消し………………………………………………７９８

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可…………………………………７９８

○ 道路の区域変更（一般国道３１７号）………………………………７９９

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………７９９

○ 道路の区域変更（県道宇和三間線）………………………………７９９

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………７９９

○ 道路の区域変更（一般国道３２０号外）……………………………８００

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………８００

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………８００

訓 令

○ 愛媛県文書管理規程の一部を改正する訓令………………………８００

公 告

○ 特定非営利活動法人の設立の認証の申請の公告（２件）………８０１

○ 愛媛県介護支援専門員実務研修受講試験の実施…………………８０１

規 則
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４，５７８平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

３５０台

イ 駐輪場の収容台数

２４０台

ウ 荷さばき施設の面積

１２５平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１４０．２立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前９時

閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４５分から午後１０時１５分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口１１箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前６時から午後５時まで

２ 届出年月日

平成１５年６月２４日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方

局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の

日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１５００号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ垣生 松山市西垣生町２０７
番２外

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻 午前１０時 午前９時 平成１５年

７月１日
平成１５年
６月２３日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時から
午後１０時まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

荷さばき施設において荷さ
ばきを行うことができる時
間帯

午前７時３０分から
午後５時まで

午前６時から
午後６時まで

パルティ・フジ三津 松山市祓川二丁目１３
番１７号

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前９時３０分
閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時３０分から
午後９時３０分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

荷さばき施設において荷さ
ばきを行うことができる時
間帯

午前７時３０分から
午後８時まで

午前６時から
午後６時まで

ヴェスタ松末 松山市松末一丁目４
番５号

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻 午前１０時 午前９時

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時３０分から
午後１０時まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

荷さばき施設において荷さ
ばきを行うことができる時
間帯

午前７時３０分から
午後７時まで

午前６時から
午後６時まで

フジグラン松山 松山市宮西一丁目２
番１号外

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻 午前１０時 午前９時 平成１５年

６月３０日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時３０分から
午後１０時３０分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで
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�愛媛県告示第１５０２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５

項の規定により、次のとおり大規模小売店舗内の店舗面積の

合計を基準面積以下とする旨の届出があった。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１５０１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに北条市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに北条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

荷さばき施設において荷さ
ばきを行うことができる時
間帯

午前７時３０分から
午後６時まで

午前６時から
午後６時まで

パルティ・フジ北斎院 松山市北斎院町６９８
番１外

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻 午前１０時 午前９時

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４５分から
午後１０時１５分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

駐車場の自動車の出入口の
数 ５箇所 ６箇所

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ北条 北条市辻町２２５番３
大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前９時３０分
閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

平成１５年
７月１日

平成１５年
６月２３日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時３０分から
午後９時まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

荷さばき施設において荷さ
ばきを行うことができる時
間帯

午前７時３０分から
午後９時まで

午前６時から
午後６時まで
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�愛媛県告示第１５０３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１５０４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに松前町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年７月１８日

大規模小売店舗
の名称

大規模小売店舗
の所在地

大規模小売店舗内の店舗面積の
合計が基準面積以下となる日

ＴＳＵＴＡＹＡ
三津店

松山市大可賀二
丁目６７１番３外 平成１５年７月４日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ道後 松山市道後町一丁目
１番１２号

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時
閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

平成１５年
７月１日

平成１５年
６月２３日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４５分から
午後９時１５分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

パルティ・フジ和気 松山市和気町一丁目
６３７番地１

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時
閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４５分から
午後９時１５分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

ヴェスタ高岡 松山市高岡町４３２番
地１

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時
閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

平成１５年
６月３０日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４５分から
午後９時１５分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

パルティ・フジ余戸 松山市余戸中六丁目
１１番３号

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時
閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

平成１５年
７月３日

平成１５年
７月２日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４５分から
午後９時１５分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで
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�愛媛県告示第１５０６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

東予市楠乙３４７の３７、乙３４７の３９、乙３４７の４０、乙３４７

の４２

２ 保安林として指定された目的

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに松前町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１５０５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに重信町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに重信町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ヴェスタ松前 伊予郡松前町西古泉
１番地１

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時
閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

平成１５年
７月１日

平成１５年
６月２３日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４５分から
午後９時１５分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

レスパス・シティ 温泉郡重信町大字見
奈良１１２５番地

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前９時３０分
閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

平成１５年
７月１日

平成１５年
６月３０日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時１５分から
午後９時１５分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで
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土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため


	
	
	

�愛媛県告示第１５０８号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

宇和島市

宇和島市曙町１番地

代表者 市長 石橋 寛久

宇和島市寿町２丁目５番１号

２ 埋立区域

� 位置

宇和島市本九島１８６３番第３地先から同１８５９番２地先ま

での公有水面

� 区域

次の１点から１２点までを順次直線で結んだ線並びに１２

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．２５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（宇和島市本九島１８４６番３地内に設置された金属

鋲）は、北緯３３度１３分２２秒、東経１３２度４５分０６秒の地点

１点は、基点から真北１７８度３０分０５秒１４．００メートル

の地点

２点は、１点から真北６８度００分０５秒２６．５０メートルの

地点

３点は、２点から真北１５８度００分０５秒２１．４０メートル

の地点

４点は、３点から真北２４８度００分０５秒１．００メートルの

地点

５点は、４点から真北１５８度００分０５秒２．６０メートルの

地点

６点は、５点から真北６８度００分０５秒１．００メートルの地

�愛媛県告示第１５０７号
家畜商法（昭和２４年法律第２０８号）第７条第１項の規定により、平成１５年７月１８日次の者の家畜商の免許を取り消した。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

登録番号 登 録 年 月 日 現 住 所 氏名（又は名称） 生年月日 又は設立
年月日 取消理由

第２４２号 昭和３７年１２月１日 今治市延喜甲２４９の１ 大 澤 弘 昭和２年７月１３日 申請による

第２７１号 昭和３７年１２月１日 今治市大新田５０番地 松 本 美喜雄 昭和１１年１１月１２日 申請による

第２８３号 昭和３７年１２月１日 今治市日吉甲１０１番地 越 智 保 昭和３年８月１２日 申請による

第３１４号 昭和３７年１２月１日 越智郡大西町大字山之内甲９８４の１１ 大河内 弘 昭和６年７月２日 申請による

第３２５号 昭和３７年１２月１日 越智郡菊間町大字佐方甲８５６の１ 山 崎 敏 行 大正１２年３月３０日 申請による

第１１３６号 昭和３８年１１月１３日 今治市日吉町甲５４０の４ 村 上 和 之 昭和６年２月１０日 申請による

第１１７５号 昭和３９年１２月１８日 越智郡波方町大字波方甲２２０１番地 小 池 喜 好 昭和８年９月３０日 申請による

第１４５８号 昭和４８年１２月１７日 今治市野間甲９５８番地 新 開 豊 昭和４年９月１２日 申請による

第１４６５号 昭和４９年１月２５日 今治市延喜甲７７２番地２ 中 村 秋 吉 昭和２１年１月１日 申請による

第１４６６号 昭和４９年１月２５日 今治市宅間甲１７９ 近 藤 忠 義 大正１３年１月２１日 申請による

第１５９６号 昭和５６年１月２０日 今治市片山１１９番地 渡 辺 猛 昭和６年１月３０日 申請による

第１６０７号 昭和５７年３月５日 今治市宅間甲１１３３ 楠 橋 俊 一 昭和３２年１月６日 申請による

第１６３０号 昭和６０年１０月１１日 今治市高部甲３０１番地の２ 藤 原 常 和 昭和１６年１０月１３日 申請による
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点

７点は、６点から真北１５８度００分０５秒３４．５０メートル

の地点

８点は、７点から真北２４８度００分０５秒４．８０メートルの

地点

９点は、８点から真北３３８度００分０５秒３．１４メートルの

地点

１０点は、９点から真北２４８度００分０５秒５６．００メートル

の地点

１１点は、１０点から真北１５８度００分０５秒３．１４メートルの

地点

１２点は、１１点から真北２４８度００分０５秒９．１０メートルの

地点

� 面積

２，１２８．３３平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成７年８月１６日 愛媛県指令河第４９７号

４ しゅん功認可年月日

平成１５年７月１８日

�愛媛県告示第１５０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１７号
越智郡吉海町大字仁江６２１番から

同大字６２３番１まで

旧 ２８．０～３４．６ ０．０４８

新 ３４．６～５１．６ ０．０４８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号
越智郡吉海町大字仁江６２１番から

同大字６２３番１まで
平成１５年７月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和三間線
北宇和郡三間町大字務田１８０番３から

同大字１７５番２まで

旧 ９．２～１９．６ ０．１２５

新 １４．８～２６．４ ０．１２５

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	


愛 媛 県 報平成１５年７月１８日 第１４７５号

７９９



�愛媛県訓令第２２号
庁 内 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定

める。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県文書管理規程の一部を改正する訓令

愛媛県文書管理規程（平成４年愛媛県訓令第１号）の一部

を次のように改正する。

�愛媛県告示第１５１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５１５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和三間線 北宇和郡三間町大字務田１８０番３ 平成１５年７月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３２０号
北宇和郡広見町大字奈良２８７９番３地先から

同大字２９２５番１地先まで

旧 １３．４～２３．４ ０．１６５

新 １３．８～２３．４ ０．１６５

県 道 西土佐松野線
北宇和郡松野町大字目黒１８番１から

同大字１２６番地先まで

旧 ５．０～９．０ ０．４３９

新 １３．８～１７．８ ０．４３９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３２０号
北宇和郡広見町大字奈良２８７９番３地先から

同大字２９２５番１地先まで
平成１５年７月１８日

県 道 西土佐松野線
北宇和郡松野町大字目黒１８番１から

同大字１２６番地先まで
〃

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５西局建（開）第９号

平成１５年７月４日

西条市喜多川字土段ノ木６１３番１、６１３番２、６１３番３、６１３番４、６１
３番５、６１４番１、６１４番３、６１４番４及び６１５番１並びに同市樋之口
字中八町２９１番１、２９１番２、２９１番３、２９１番４、２９１番５、２９１番６
、２９１番７、２９１番８、２９１番９、２９１番１０、２９１番１１、２９１番１２、２９１
番１３、２９１番１４、２９１番１５、２９１番１６、２９１番１７、２９１番１８及び２９１番１９

西条市喜多川５０５番地
松 本 豊 史

訓 令
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第１１条の見出し中「郵便料金」を「郵便料金等」に改め、

同条中「郵便料金」の下に「又は民間事業者による信書の送

達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定

する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信

書便事業者の提供する同条第２項に規定する信書便の役務に

関する料金」を、「郵便切手」の下に「又は文書主管課長が

定めるこれに類する証票」を加える。

第１２条第１項第２号前段中「郵便物」の下に「、これらの

郵便物に準ずる取扱いをするものとして文書主管課長が定め

る信書便物」を加え、同号後段中「郵便物」の下に「及びこ

れに準ずる取扱いをするものとして文書主管課長が定める信

書便物」を加える。

様式第１号注中「郵便物」の下に「及びこれに準ずる取扱

いをする信書便物」を加える。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。


	
	
	

�公 告

愛媛県介護支援専門員実務研修受講試験の実施につい

て

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３５条の２第

１項に規定する平成１５年度愛媛県介護支援専門員実務研修受

講試験を次のとおり実施する。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の日時

平成１５年１０月２６日（日）午前１０時

２ 試験の場所

次に掲げる場所のうちから、受験者ごとに指定する。

� 松山市文京町４番地２ 松山大学

� 松山市久万ノ台１１２番地 愛媛県立松山盲学校

３ 受験申込書の提出期間

平成１５年８月１８日（月）から２９日（金）まで。ただし、

郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付

ける。

４ 受験申込書の請求先

� 愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課

� 各地方局総務福祉部地域福祉課

５ 受験申込書の提出先

〒７９０―８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課

電話番号０８９―９１２―２４３２

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年７月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年７月７日 特定非営利活動法人
松山自殺防止センター 檜 垣 長 貞 愛媛県松山市立花１丁目１１－３２ このセンターは、ビフレンダーズ憲章に則

り、人生における苦悩、孤独、絶望、抑う
つ、悲嘆等により、自殺の意思を示すなど
、危機が迫っている人に対して、感情的な
支援を行うと共に、自殺に関する事項につ
いて社会一般に広く周知を図り、自殺の防
止を図る事によって、公益に貢献する事を
目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年７月８日 特定非営利活動法人
えひめ太鼓ネットワーク 宮 川 透 伊予郡松前町大字筒井１２２４番地

８
この法人は、不特定多数の愛媛県民に対し
て太鼓文化の振興及びまちづくりに関する
支援事業を行い、そのことを通じ社会教育
及びまちづくりの推進を図ると同時に、太
鼓を通じて次世代を担う子どもたちの健全
育成を図ることで、明るい社会づくりに寄
与することを目的とする。
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